
掲載書類一覧表 202308一部修正

項目 作成時期 タイトル シート番号 適　用 HP掲載

※ 　(重要)　排水設備等計画確認についての注意事項 A 必ずお読みください。 PDF

※ 「排水設備等調書」 と 「排水設備工事関係チェック
シート」の様式変更について B PDF

※ 令和３年4月1日からは、各申請、届の押印は廃止し
ました。 C PDF

※ 確認申請が必要な 「新設」、「増設」、「改築」 の区分
の変更について D

※ 排水設備等計画確認申請と工事完了時での集合住
宅に係る関係書類の提出について E

※ 「公共汚水ます等設置申請書」の様式が変わりしまし
た。 F 202110追加 PDF

※ 掲載書類一覧表及び記入例集 - ※Excel形式のものは、収録する書類の直接の編
集が可能。 Excel PDF

申請時 排水設備等計画確認申請書 1-1 (20230819更新)町長氏名の変更
2枚組 （複写式の用紙は、在庫限り当課で配布）

PDF

申請時 排水設備等調書 1-2 申請書に添付する調書（申請平面図を含む） PDF
※ 平面図の作成例（カラーで作成） （1-2） １‒２の図面の作成例。 PDF

申請時 排水設備工事関係チェックシート（両面印刷） 1-3 申請時と工事完了時にチェックして、添付する様式。 PDF

申請時 排水設備等管理人選定届 1-4 排水設備等を共同で使用する場合 PDF
申請時 基準外施工に係る確約書 1-5 基準外の施工がある場合 PDF
申請時 除害施設（グリース阻集器）の設置に係る確約書 1-6 グリース阻集器を設置する場合 PDF

事前に
相談 公共汚水ます等設置の費用負担に関する事前相談 2-0 (202110追加)費用負担の事前相談の様式です。 PDF

申請時 公共汚水ます等設置申請書 2-1 (202110様式を改定)公共汚水ますや取付管を新た
に設置、変更、増設する場合 PDF

 申請時  公共汚水ます等設置承諾書（202109削除） 2-2  設置申請者と土地所有者が違う場合 PDF
 申請時  公共汚水ます等増設・移設申請書（202109削除） 2-3  公共汚水ますや取付管を増設または移設する場合 PDF

申請時 公共汚水ます設置工事申請図 2-4

公費・自費にかかわらず、以下の場合に作成。
→申請時で、下水道のみで道路占用がある場合に作
成する。
（ます工事完了時には、「完了図」を作成する。)

PDF

申請時 位置図、公図、保安設備図（各1部） -
下水道のみで道路占用がある場合に作成し提出。
（水道と同時の占用は、水道の担当者の指示によるこ
と。）

確認申請
変更

申請後
随時 排水設備等確認事項変更届 3

確認の通知後に、基準外施工にあたる設計変更をしよ
うとするときは、事前の相談を要すること。そのうえで、
「排水設備等確認事項変更届」が必要な場合があるこ
と。

PDF

確認申請
取下げ

申請を
取下げる時 排水設備等計画確認申請取下げ 5 排水設備等計画確認申請書を都合により取下げする

場合 PDF

排水設備
撤去 撤去する時 排水設備の撤去届出書 6 排水設備を撤去する場合（仮設事務所・トイレ等） PDF

完了後
5日以内 排水設備等工事完了届 7-1 工事完了後５日以内に届けを行う。確認申請ごとに

作成。 PDF
完了後
速やかに 公共下水道使用届 7-2 使用届は、水道メーターごとに提出。（7-2-1を除く） PDF

完了後
速やかに

（公共下水道使用届 別紙）
※集合住宅（1敷地に複数の量水器がある）の場合 7-2-１

 公共下水道使用届にこの用紙を添付することで、代
表者の届出１枚としてよい。
 ただし、必ず記載されたすべての使用者に、開始後に
は下水道使用料がかかることについて承諾を得ているこ
と。

PDF

完了後
速やかに 排水設備等調書 1-2 申請書といっしょに提出した調書（申請平面図を含

む）
※ 平面図の作成例（カラーで作成） （1-2） １‒２の図面の作成例。

完了後
速やかに 排水設備工事関係チェックシート 1-3 申請時に作成したもの。工事完了時に追加でチェックし

て、提出。

完了後できる
だけ速やかに 公共汚水ます設置工事完了届 8-1 公費・自費に関わらず、工事写真とともに提出。 PDF

完了後できる
だけ速やかに 公共汚水ます設置工事完了図 - ※3-5「公共汚水ます設置工事申請図」を参照。 PDF

町からの指示
後に速やかに 請求書 8-3 公費での負担がある場合のみ。 PDF

ます等設置
工事完了
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